


◆講師派遣までの流れ◆ 

 

 

 
【受付期間】 2026年4月1日から2027年1月31日まで（派遣回数年間50回） 

  ※ 講師派遣を希望する日の2か月前までにお申し込みください。 

【実施期間】 2026年6月1日から2027年2月28日まで 

【対 象】 青少年育成に関わる市民や団体、保護者、PTA、教職員、学生など 

         ※学校の授業、教職員、行政職員研修には利用できません。ただし、有志による自主的な研修・勉強会を除く 

【派 遣 先】 横浜市内のご希望の場所 

【申込方法】 ホームページから申込書類をダウンロードし下記申込先へご提出ください。 
※ インターネットをご利用になれない場合は、お電話でご相談ください。 

【ホームページ】 https://www.yokohama-youth.jp 

【申 込 先】 □E m a i l: dokodemo24@yokohama-youth.jp 

  □F A X: 045-662-7645 

 □郵送先: 〒231-0011 横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター5 階 

    (公財)よこはまユース「知っておきたい！こども・若者どこでも講座」宛 

※ 詳細は、ホームページ掲載の「子ども・若者どこでも講座 講師派遣 申込要項」をご覧ください。 

◆講座のテーマと内容◆ 

テーマ 講座内容  

子どもとのかかわり方 

・学校での子どもたちの第 3 の居場所 

・大人の関わり方で子どもは変わる～地域教育のモデル実践～ 

・子どもの“やってみたい”を地域で育てる方法 

・子どもの外にある学び～食と体験でつくる子どもの居場所～ 

ネット・スマホ・SNS 

・ネット・スマホ・ゲーム依存・対策 

・SNS の使い方（情報受信・発信・共有/フェイクニュースなど） 

・性の問題・トラブル 

・子育ての思春期ネット 

ヤングケアラー 
 

・ヤングケアラー支援について（ヤングケアラーにおかれている現状・課題・心理など） 

 

LGBTQ・ジェンダー 
・LGBTQ の理解と関わり方・性の多様性 

・無意識のうちに刷り込まれるジェンダー規範 

性教育 

・生命の誕生 

・多様な性・思春期のからだと心 

・性感染症予防 

・恋愛とデート DV 

心の問題、心の教育 

リストカット・摂食障害等 

・子どもの心と身体を守る（現代の子どもの心の問題、支援者側のメンタルヘルス等） 

・依存症（違法薬物、合法薬物、自傷行為、オーバードーズ） 

・自殺と自殺予防 

・トラウマや解離性障害 

・思春期のメンタルヘルス 

・精神疾患からみる不登校 

薬物依存 
 

・薬物乱用防止（身近な薬の飲み方、薬物や酒等の知識を身につける） 

 

※上記の中からお選びください。 

講師は、講座内容により選定させていただいております。講師の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。講師の予定により日時が合わない場合には、

他の日時のご提示をお願いする場合がございます。 

※この事業は横浜市こども青少年局の補助金を活用して実施しています。 
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申請者→ユース ユース→講師 ユース→申請者 申請者・ユース 申請者 

問い合わせ／ 公益財団法人よこはまユース 事業課 事業係 TEL:045-662-4170 


